
別紙

例月出納検査の結果（令和５年８月検査分） 

 
１　検査の趣旨 

　　検査は、地方自治法第 235 条の２第１項に基づき、会計管理者及び地方公営企業法の適用を受

ける企業の管理者（管理者を置かない事業は、管理者の権限を行う知事）（以下「会計管理者等」

という。）の現金の出納に係る事務処理が適正かつ正確に行われているかを主眼として、広島県

監査委員監査基準に準拠して実施した。 
 
２　検査の対象 

　　令和５年７月分の会計管理者等の現金出納事務 
 
３　検査の実施内容 

　　会計管理者等から提出された出納検査調書等に基づき、対象月の計数について、出納関係諸帳

簿、預金通帳、証拠書類及び証券等と照合等を行った。（令和５年８月 25日検査） 

 
４　検査の結果 

　　上記のとおり検査した限り、重要な点において、会計管理者等の現金出納事務は適正に行われ、

正確であると認めた。



７　月　の　出　納　状　況 

 

 

１　歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金 

令和５年７月 31 日現在における歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の状況は次のとおり。 

 

 

 

 

 （１）歳計現金（一般会計及び特別会計） （単位：円）

前  月  か  ら  の 本 月 末 残 高
繰  越  額   （Ａ） 収　入　額　（B) 支　出　額　（C) 収　入　済　額 支　出　済　額 （Ａ＋Ｂ－Ｃ）

 （２）歳入歳出外現金 （単位：円）

本 月 末 保 管 額

 （３）基　　金 （単位：円）

本 月 末 現 在 額

本　　　　月　　　　分 累　　　　　　　　計

前　月　末　保　管　額 本    月    受    額 本    月    払    額

前　月　末　現　在　額 本    月    受    額 本    月    払    額

区　　　　　　分

歳　　計　　現　　金 80,514,814,817 60,995,409,182 77,866,165,918 444,793,648,043 381,149,589,962 63,644,058,081

一　般　会　計 － 34,494,926,708 47,201,912,975 330,700,942,838 273,186,656,943 －

特　別　会　計 － 26,500,482,474 30,664,252,943 114,092,705,205 107,962,933,019 －

19,229,455,524 2,094,864,690 6,895,446,322 14,428,873,892

274,591,852,270 2,599,880,000 1,100,000,000 276,091,732,270



 

 

２　公営企業会計 

令和５年７月 31 日現在における病院事業会計、土地造成事業会計及び流域下水道事業会計の状況は次のとおり。 

（単位：円）

前  月  か  ら  の 本 月 末 残 高

繰  越  額   （Ａ） 収　入　額　（B) 支　出　額　（C) 収　　入　　額 支　　出　　額 （Ａ＋Ｂ－Ｃ）

本　　　月　　　分 累　　　　　　　　計

病 院

事 業 会 計

土 地 造 成

事 業 会 計

流 域 下 水 道

事 業 会 計

区　　　　　　分

588,429,175 2,844,407,702 2,090,855,351 9,837,346,580 10,643,151,121 1,341,981,526

354,782,693 6,164,829 5,137,765 84,588,729 207,653,029 355,809,757

2,802,790,125 37,007,019 484,882,029 3,577,678,000 3,297,668,645 2,354,915,115

合　　　　　　計 3,746,001,993 2,887,579,550 2,580,875,145 13,499,613,309 14,148,472,795 4,052,706,398


